
船舶事故調査報告書 

令和５年１２月２０日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 乗揚 

発生日時 令和５年３月３１日 １０時１７分ごろ 

発生場所 山口県上関
かみのせき

町祝
いわい

島南東岸付近 

 祝島港東Ｄ防波堤東灯台から真方位２１０°１,４００ｍ付近 

 （概位 北緯３３°４６.５′ 東経１３１°５９.１′） 

事故の概要  漁船信栄
しんえい

は、東北東進中、浅所に乗り揚げた。 

事故調査の経過 令和５年５月９日、主管調査官（広島事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

漁船 信栄、２.３トン 

 ＹＧ３－６３４３７（漁船登録番号）、個人所有 

 第２９１－３３９０３号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 船長、一級小型 

 負傷者 なし 

 損傷 船底部外板に擦過傷、推進器翼に曲損 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風 ほとんどなし、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 下げ潮の中央期 

 事故の経過  本船は、船長が１人で乗り組み、たこ
．．
つぼ漁の目的で、祝島南東岸

付近の漁場に向けて上関町祝島漁港を出港した。 

 船長は、祝島南東岸付近の漁場に到着後、本船の右舷中央部付近に

立ち、陸岸寄りの場所の方がたこ
．．
の漁獲量が増えると思い、ふだんよ

り陸岸寄りの場所にたこ
．．
つぼ漁の仕掛けを投入しながら約１ノットの

対地速力で東北東進していたところ、衝撃を感じ、祝島南東岸付近の

浅所（以下「本件浅所」という。）に乗り揚げたことに気付いた。 

 本船は、乗揚後、付近を航行していた海上保安庁の巡視艇に発見さ

れ、船長が救援を依頼した僚船により本件浅所から引き出されて祝島

漁港までえい
．．
航された。 

 船長は、本件浅所の存在を他の漁師から聞いて知っていたものの、

本件浅所の拡延状況を把握していなかった。 

 本船の喫水は、船首約０.８ｍ、船尾約１.５ｍであった。 

分析  本船は、たこ
．．
つぼ漁の仕掛けを投入しながら東北東進中、船長が、

本件浅所の拡延状況を十分に把握していない状況で、陸岸寄りの場所

の方がたこ
．．
の漁獲量が増えると思い、陸岸に寄せて航行したことか

ら、本件浅所に乗り揚げたものと考えられる。 

原因  本事故は、本船が、たこ
．．
つぼ漁の仕掛けを投入しながら東北東進

中、船長が、本件浅所の拡延状況を十分に把握していない状況で、陸

岸寄りの場所の方がたこ
．．
の漁獲量が増えると思い、陸岸に寄せて航行



 

したため、本件浅所に乗り揚げたものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・船長は、事前に海図等を確認して航行予定海域の水路調査を適切

に行い、障害物及び水深などを把握しておくこと。 


